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「SafeworK 向上宣言」実施・運営要領 
～ 安全で健康に働くことができる職場環境を実現するために ～ 

 
制定：令和３年６月 30日 

改定：令和５年８月４日 

一部改定：令和５年９月４日 

 

１ 趣旨 

宮城労働局では、令和５年度を初年度とする５か年計画である「第

14 次労働災害防止推進計画」（以下「14 次防」という。）を策定し、14

次防の行動指標となるアウトプット指標と成果指標となるアウトカム

指標により、人の行動に由来する災害、高年齢労働者の災害防止等を

中心として、令和４年と比較して令和９年までに、死亡災害５％以上

の減少、死傷災害を減少に転ずることを目標としている。 

令和元年６月、「SafeworK ゼロ災 MIYAGI」の独自ロゴマークを制定、

その活用を推進し、令和２年５月、健康で安全に働くことができる職

場環境づくり等に向けた事業主の意思を企業内外に表明する制度

「SafeworK 向上宣言」（以下「宣言」という。）を創設し、建設業労働

災害防止協会宮城県支部の協力により建設業で先行実施している。そ

の後、令和３年６月には対象を全業種に拡大し、令和５年３月 31 日ま

でに、管内の延べ 514 事業場からの宣言が登録されている。 

今般、14 次防がスタートしたことに伴い、これまでの宣言事業場登

録を活かしつつ、14 次防の目標達成に資する新たな「SafeworK 向上宣

言」の実施により、事業場等における労働災害防止はもとより、労働

者一人ひとりが安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向け

た取組を更に促進するものである。 

 

２ 運営者等 

宮城労働局、県内各労働基準監督署 

中央労働災害防止協会東北安全衛生サービスセンター、建設業労働

災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県

支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木材製

造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会 

 

３ 実施対象者（宣言者） 

県内各事業場の事業主及び労働者（以下「事業主等」という。） 
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４ 事務局 

 宮城労働局労働基準部健康安全課 

 

５ 実施期間 

第 14 次労働災害防止推進計画期間（令和９年度まで） 

 

６ 実施対象者（宣言者）の実施事項等 

(１)  上記趣旨に賛同する事業主等は、様式１「SafeworK 向上宣

言」を作成のうえ、事業場内の見やすい場所に掲示する等して

事業場内外に表明し、労働災害防止や職場環境の改善等を積極

的に推進すること。 

なお、宣言内容には、①人の行動に由来する行動災害、②健

康状況や体力低下に伴う高年齢労働者の特性に由来する災害の

いずれかについて、労働者自身の労働災害防止に係る意識向上

策を一つ必ず含めること。 

あらかじめ安全衛生委員会（法定の委員会等がない場合は職

場懇談会等の任意の機会で差し支えない。）において労働者の

意見を聴取するとともに、内容は、分かりやすく簡潔に、かつ

具体的な記載とすること。 

(２)  宣言後、様式２「SafeworK 向上宣言『安全衛生管理自己診

断』シート」を実施し、改善すべき事項がある場合には改善を

図ること。 

なお、本制度は事業主のみならず、人の行動に由来する行動

災害及び高年齢労働者の災害防止等、労働者自身の労働災害防

止に対する意識向上を目的の一つとしていることから、特に、

作業者や安全衛生に係る管理者に対する計画的な教育・研修の

実施に努めること。 

(３)  宣言登録等 

ア  運営者等は宣言内容等を登録するので、事業主等は様式１

及び様式３「SafeworK 向上宣言登録シート」を用いて事務局

に、メールにより提出すること。 

なお、宮城労働局ホームページへの掲載は任意とし、同ホ

ームページへの掲載を希望しない場合は、様式３の所定の欄

にチェックを入れること。 

また、令和４年度までに登録済の場合は、引続き有効とす

るが、令和５年度以降において登録を更新する場合は、本要
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領に基づいた内容の宣言とし、この場合を含め、宣言後の登

録内容更新の場合は、再登録として事務局に提出すること。 

登録先アドレス：kenkouanzenka-miyagikyoku@mhlw.go.jp 

送付メールの件名は、「SafeworK 向上宣言」（再）登録（事業

場名）とすること。 

イ  掲載中止を希望する事業主等は、事務局に登録破棄を申し

出ること。 

 

７ 運営者等の実施事項 

(１)  宣言登録等を促進するためには、労使当事者を含め、地域にお

ける認知度を高めることが必要であることから、それぞれ、ホー

ムページへの掲載をはじめ、各種会合やパトロール、広報誌掲載

等の機会をとらえた関係事業主等への周知に努めること。 

また、宮城労働局及び各労働基準監督署は、個別事業場に対す

る指導及び集団指導等の機会において、宣言することのメリッ

トを説明することにより登録の促進に努めること。 

(２)  宣言者に対して、「SafeworK 向上宣言」、「安全衛生管理自己診

断」シートの結果に基づく改善や教育の実施等の支援を行うこ

と。 

また、各団体独自のポスターやのぼり旗等によるＰＲ、宣言事

業場等を対象とした情報提供や説明会の開催等、工夫した周知

に努めること。 

(３)  宮城労働局は、本実施要領及び関係様式等をホームページに

掲載するとともに、宣言登録した事業場の登録番号をメールに

より通知すること。 

なお、再登録の場合、登録番号は変更しないこと。 

（様式等） 

様式１ SafeworK 向上宣言 

様式２ SafeworK 向上宣言「安全衛生管理自己診断」シート 

様式３ SafeworK 向上宣言登録シート 

(４)  宮城労働局は、様式３の情報のうちホームページへの掲載を

希望する事業場について、①登録番号（宮城労働局にて付

与）、②宣言日、③事業場名、④所在地（市・町・村まで）及

び様式１をホームページに掲載すること。 

なお、宣言の内容等が本制度の趣旨に反することが明らかで

ある場合及び事業主等から掲載中止の申出があった場合には掲

mailto:kenkouanzenka-miyagikyoku@mhlw.go.jp
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載を中止すること。 

 

８ 登録情報の取扱い 

(１) 登録情報は運営者等の間で共有すること。 

(２) 運営者等のうち関係団体による上記７の（２）の支援は、事業主

等の希望により実施すること。 

 

９ 宣言登録開始 

令和５年８月４日から受け付けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「SafeworK 向上宣言」登録によるメリット 

 

本制度の目的は、安全で健康に働くことができる職場環境づくり等に向けた事業

主等の意思を表明する機会の提供です。例えば、以下のとおり、制度の趣旨である

労働災害防止や職場環境の改善に積極的な事業場であることを内外に PRすること

による効果が期待できます。 

 

１ 事業場内の見やすい場所へ掲示等 

事業場内に掲示等による宣言内容の労使共同の再認識、取引先等の理解促進。 

 

２ ロゴマークの使用 

   企業内外において「SafeworK ゼロ災 MIYAGI」のロゴマークが使用可能。 

 

３ 宮城労働局等のホームページ上に公開 

インターネット上で公開することによるＰＲ効果。 

 

４ ハローワーク求人票等に、「SafeworK 向上宣言」事業場である旨を記載 

求人票の特記事項欄に記載することによる採用効果。 
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【求人に関する特記事項の欄】 

 「SafeworK 向上宣言」登録企業は、次の内容を記載できます。 

  宮城労働局「SafeworK 向上宣言企業 登録番号第＊＊号」 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 面 

裏 面 

※ 登録番号は、「SafeworK 向上宣言」登録番号通知書をご確認の上、ご記入ください。 

ホームページ掲載希望の事業場様の登録番号は、宮城労働局ホームページ「SafeworK 向上宣

言」特設サイトの宣言事業場名一覧においてもご確認いただけます。 
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「SafeworK 向上宣言」フローチャート 

【ステップ１】 

本制度の趣旨に賛同する事業主等は、安全衛生委員会等の場を活用して労

働者の意見を聴取のうえ、様式１「SafeworK 向上宣言」を作成し、事業場内

の見やすい場所に掲示する等して事業場内外に表明するとともに、労働災害

防止や職場環境の改善等の宣言事項について労使が協力して推進する。（安

全衛生委員会等の設置がない場合は、職場懇談会等の任意の機会で代替して

差し支えない。） 

【ステップ２】 

事業主等は、様式２ SafeworK 向上宣言「安全衛生管理自己診断」シート

による点検等を実施し、改善等すべき事項がある場合は、改善に着手する。 

なお、宣言事項の推進、或いは、自己診断結果に基づく改善等に際して

は、安全衛生管理年間計画を作成するなどして計画的に取組むことが望まし

く、また、必要に応じて各運営者等に支援等を求めることができる。 

支援等の求めを受けた各運営者等は、求めに応じた必要な支援等に努め

る。 

【ステップ３】 

様式 1及び様式３「SafeworK 向上宣言登録シート」をメール添付により、

宮城労働局に提出する。 

宮城労働局は、メールにより登録番号を通知するとともに、様式３の公開

情報及び様式１を宮城労働局ホームページに掲載し、併せて、他の運営者等

との間で当該情報を共有する。 

 


